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初期の「統計法」の一典型

　１８９７年のハソカリー統計局法

浦　田　昌　計

は　し　が　き

　現在，情報化杜会の進展の中で，情報をめぐる国民の権利の保護の問題がク

ロースア ヅプされるのと並行して，官庁統計をめくる行政の権限と国民の権利

との間題も改めて検討されねぱならなくな っている 。私は，別の稿で，Ｇ．ｖ ．

Ｍａｙｒの統計行政論の紹介を通じて，１９世紀後半から２０世紀初頭におげる統計

立法の開始期の問題状況に若干関説したのであるが，その折，Ｍａｙｒ が一つ進

んだ例として１８９７年のハソガリー統計法について注目していることを紹介して
　　　ユ）

おいた。このハソカリーの統計法は，当時としては珍らしい　般的統計法の性

格をもつものであり ，またそこに申告義務と守秘義務を中心とする近代的統計

法の諸要素がかなり体系的な彬で規定されたということ ，さらにそこには申告

義務の範囲について国民の合意の手続きに関する問題がブリミティ ブな彩で規

定されているという点において注目されるべき内容を含んでいる 。このハソガ

リーの法律は，すでに明治３１年（１８９８年）に，ｒ統計集誌」２１２号にｒ旬劫利王

国統計中央局章程」として訳出されている（高橋二郎訳）ので，我国でも当時既

に一部で注目されたものと思われるのであるが，今目では目につきにくくな っ

ていることも考え，改めてＡ１ｌｇｅｍｅｉｎｅｓ　 Ｓｔａｔｉｓｔｉｓｃｈｅｓ　 Ａｒｃｈｉｖに掲載された

独語の法律条文を私なりに訳出すると共に，この雑誌に掲載された当時のハソ

カリー統計局長Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙの解説を紹介し，また入手しえた若干の紹介資

料にもとついてこの時期のハソカリーの官庁統計の発震とその特徴を見ること

　　　　　　　　　　　　　　　　（７６９）
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によっ て， この法律の成立の背景を理解する助げとしたいと考えた。ハソガリ

ーの近代的官庁統計の出発の時期は，わが国の明治維新とほ陵同時期であり ，

もちろん置かれた状況は異るげれども，同じく近代化をめざして統計の整理に

つとめた国であ ったという点で，わが国の統計制度との比較史的検討も興味を

ひく点である 。本稿ではもちろんそこまで進めることはできなかった。ただ ，

ハソガリーではわが国と違い相当徹底した集中型の統計制度が出来上り ，その

制度とからみ合って１８９７年（明治３０年）段階で，早くも一つの体系的な統計法

がつくられたのであ って，統計制度としてかなり違った発展方向をたどっ たと

言えるのであるが，とくに統計調査の権限と国民の権利との関係についての意

識に相当違いがあることが感じられ，両者の関連を幾らかでも明らかにしたい

と思 ったことが本稿のきっ かげであるが，この点はなお究明しえたとは言えな

い。 法揚定や制度はその運用の実態とはたれては論じられないことは勿論であ

るが，そうした意味でも本稿での検討は決して十分なものとは言えないことを

断っ ておかねぱたらたい 。

　　１）拙稿ｒ統計行政法についてのＧ　Ｙ］〉［ａｙｒの所説　　申告義務と行政権限の限

　　　定をめぐっ て」（『岡山大学経済学会雑誌』第１７巻３１４号）。

Ｉ． １８９７年のハソガリー統計法の特徴

　後段に資料として付したこの法律の概要と主旨を知るために，まず，Ａ１ｌｇｅ
－

ｍｅｍｅｓ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｈｅｓ　Ａｒｃｈ１ｖに掲載された当時のハソカリー統計局長，Ｊ　ｖ

　　　　　　　　　　　　　　２）
Ｊｅｋｅ１ｆａ１ｕｓｓｙの解説的覚え書きを要約的に紹介しておこう

。

　Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙは先つこの法律の必要にな った理由について全体的につぎのこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
とをあげている 。すなわち，後にわれわれが見るように，それまでのハソガリ

ー統計局の活動の法的基礎とな ったのは１８７４年の法律第２５号であ ったが，この

法律は当時の統計局の狭い作業範囲と課題に則したもので，いまや官庁統計の

活動にはより大きた保障が与えられなげれぱなら汝い。とくに１９４７年の法律で

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７７０）
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はテータ提供が明確に義務つげられたのは官庁だげで，団体や私的会杜は，限

られた，しかも限界が明確でない範囲でしか義務づげられてなく ，しかも私的

個人の申告義務は全く規定されていない。また誤った申告や回答拒否にたいす

る罰則も揚定されていない。１８７４年法の法的保障のこれらの不備は，統計局の

すへての機能にとっ て， また種々の官庁が行っている分散的で不統一たテータ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
蒐集を統計局に集中する努力にとっ て障害にな ったとＪｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙは言う

。

これが新しい法律を必要とした理由だというわけである
。

　次に法律そのものの解説にあたり ，Ｊｅｋｅ１ｆａ１ｕｓｓｙは，新法の基礎におかれた

支配的原則はｒ統計的テータ蒐集の集中化」であると述へ この原則に従 って ，

１８９７年法の諸条項はつぎの三つの部類にわかれる諸規定から成ると説明してい

る。 すたわち

　１）　中央統計局の組織に関わる諸観定

　２）中央統計局のデータ蒐集を保障するための諸規定

　３）データ提供者をデータ蒐集者の行き過ぎから保護するための諸規定

がこれである 。

　第１の中央統計局の組織に関わ って，先づ，「すべてのデータを統計局に集

中する」ことを実質的に裏付げるものとして ，Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙは，法律の第５条

第３項の観定をあげる 。すなわち，内閣総理大臣が毎年議会に国家予算を提

出する際に一緒に提出しなげれぱならないところの，各省庁の業務範囲を包括

的に含む統計年鑑の作成が中央統計局の任務として法的に規定されたことは ，

Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙによれぱ，「これまで各種の部局と専門省のもとで作成され，当

該の省によっ て議会に提出される年次報告で公表された統計情報が，すべて中

央統計局によっ て作成され，中央統計局が起草する統計年鑑で公表される」と

いうことを意味するという 。（さらにＪｅｋｅ１ｆａ１ｕｓｓｙは，この年鑑に添えられるへき

「ハソガリー国家の公的状態にかんする総括報告」の起草も中央統計局の任務になるだろ

うと述べている 。）

　この中央統計局の任務に対応した組織と体制の強化のための条項が中央統計

局のスタ ヅフに関する規定（第６条）　そこでは自然科学分野を含む各方面の

　　　　　　　　　　　　　　　　（７７ユ）
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専門家の採用を可能に一した　　，全スタッフのための統計的専門資格試験の制

度の規定（第７条），統計局図書館および地図蒐集室のための無償納本制度の観

定（第４条）である 。

　第２の部類の条項は，中央統計局の活動にたいし外部からの全ての妨害を防

ぎ， 提供されるデータの信頼性を確保し，データ提供の支障のない継続を保障

するための諸規定である 。

　先つ，１８７４年法に比較して１８９７年法はテータ提供の義務（申告義務）の範囲

を拡大し，その責任をより明確にしている（第９条）。 すたわち，データ提供義

務は，官庁だげでたく ，すべての施設，団体，会杜にも，個人にも規定された 。

　またこの法律では，テータ提供の遅滞者の賠償（補充調査費用の負担）責任に

ついての１８７４年法の規定を受げついだ規定（第１１条）の他に，故意に誤ったデ

ータの申告をした者および申告拒否者にたいする罰金を規定し（第１３条），また ，

誤っ た風評を流す等によっ て調査を妨害した者に，それによる損害およぴ再調

査費用の負担責任を規定（第１４条）した 。

　さらに，この法律は中央統計局に広い検査権を賦与する（第１０条）。 すたわち ，

中央統計局は提出された統計テータの信頼性と適合性を吟味検査するために ，

官庁およぴ官庁の監督下にある企業の営業帳簿の閲覧も，その閲覧が法律的に

行政官庁に認められている限り可能である 。こうした法律がない場合，中央統

計局は株式会杜およぴ協同組合の営業帳簿を閲覧することはできないが，その

場合でもこれらの法人が要求されたデータ提供を拒否する場合またはそれらが

自らデータの記入しえないことを表明した場合には，それを閲覧できるのであ

る。

　この法律はまた農村部での調査員としての教員の義務を観定し（第８条）・ま

た上述の検査の機関として，中央統計局の官吏の派遣のほか，特別な統計支所

を置きうることを規定した（第１０条）。

　１８９７年の法律の第３群の規定は，「データの提供者側を，統計局またはその

機関の側で起しうる権利侵害から保護するために採用された法的た保証」であ

る。 Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙはその主旨についてつぎのように説明する 。「私人が中央統

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７７２）
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計局の要求に刑罰さえ伴う義務としてデータの提供の責任を負わされるという

ことは，その反面において，統計局に保障されたこの権限が，その行使におい

て極端に走り ，あるいは個人的自由をおかすようなものに変ることを防ぐ保障

を必要とする 。この義務がどこまで及びうるかについて限界が設げられねぱな

らなか ったし，さらにこの限界内においても ，どのような乱用も生じたい保証

を予め用意しなげれぱたらたか った」と 。

　上述の申告義務の限界を規定した条項は，個人の所得あるいは資産の全体に

関わるデータ ，あるいは所得や資産の一部であ って外部にあらわれない部分に

関わるテータ ，最後に内的な私生活に関わるテータを「統計局の正規のテータ

蒐集活動から除外」する第３条第３項の鏡定である 。ただし，Ｊｅｋｅｌｆａ１ｕｓｓｙが

注意深く指摘しているように，この規定は，「必要が生じた場合に，それに応

じてこれらの生活諸関係に関するデータを蒐集することを排除するものではな

い。 ただし，この種の必要が生じた場合には新しい法律をつくることが必要で

ある」
。

　上記の限界内で，さらに個人の自由を必要以上におぴやかさないように，こ

の法律は，「ハソガリーの立憲政治体制を特徴づげる一つの保証」を与えるの

が， 中央統計局の年間の作業プ ログラムが議会で審議，承認されるべきことを

規定した第３条第２項である 。計画された新しい調査全部が「調査票と一緒

に」また「このデータ蒐集が，直接問接に私人の申告を要するか否かを明示し

て」作業プ ログラムに言己載されねぱならたい。Ｊｅｋｅｌｆａｌｕｓｓｙによれぱ，このこ

とによっ て「議会はデータ蒐集カミ個人的自由の侵害と結びついていたいか否か

を判断する」のであり ，中央統計局の権限についての法律の保証（申告義務と

検査権）は，議会が認可したデータ蒐集についてだけ有効であるから，この条
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
項は「個人の自由を直接に議会の保護のもとに置」こうとするものである 。

　被調査者の権利と利益を保護し，被調査者を安心させるために設げられた具

体的諸規定の一つは，調査にかかわる中央統計局の諸命令にたいする当事者の

抗告の権利規定（第１２条）である 。

　「私的利益の保護のためには，さらに，統計目的のために集めたデータが統

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７７３）
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計目的のためのみに利用されるという点，そして政府権力がこれを他の方面に

利用することも，統計局の職員あるいはデータ蒐集に採用される個々の機関が ，

データを乱用することも許されないという点を観定する必要があ った」そして

「この場合法律は，しぱしぱ営業の秘密に関わる申告テータについて生じうる

全ての乱用を阻止するように努めることによっ て， テータ申告の正直さと真実

性を確保することを望んでいるのである」とＪｅｋｅ１ｆａ１ｕｓｓｙは説明する 。具体

的には，私的性質をもつ統計的申告の租税査定のための利用を禁じ（第１７条

第１項），統計局のデータ公表において私的利益そのものの侵害を生じ汰いよ

うに，特殊な場合をのぞき個別データの公表を禁じ分類集計された公表だげを

認めている（同第２項）。

　以上の調査者側の責任を裏付げるべく ，法律は，職務上知りえた個別的デー

タを，知る権利のない個人および官庁に漏らした者にたいし，行政罰およぴ損

害賠償責任の他に，独自に厳格た刑罰を観定した（第１５条）。

　以上が，Ｊｅｋｅｌｆａｌｕｓｓｙの説卿こ沿って見た１８９７年の統計法の骨子と主旨であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
る。 なお，１８７４年の旧法によっ て設置されていた国家統計委員会が新しい法律

では消えている点について ，Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙは，それが実情に合わなく次 ったこ

とのためであるとし，調査の企画や改正の場合必要に応じてその都度もっ ぱら

専門家から成る専門審議会を招集することになるとしている 。

　ところで，１８９７年のハソガリー統計局法が示すハソガリーの行政統計の組織

と法制の特徴は，特殊的事項は別としてつぎの点に要約できよう 。

　　１）はとんとの行政統計の責任を中央統計局に集中するきわめて強い集中

　　型の統計機構を志向していること 。

　ｉｉ）上のことにもとづいて，行政統計の主要都分をこの法律によっ て一元

　　的に法的揚定のもとにおいていること（一般的統計法）。

　ｉｉｉ）中央統計局のすべての統計調査を各調査の調査票を含めて議会の承認

　　事項としていること 。

　ｉＶ）　 この中央統計局の調査について，国民にたいして罰則と民事的責任を

　　ともなう法的申告義務を課Ｌ，さらに中央統計局の強制的検査権を一定範

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７７４）
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　　囲で認めていること 。

　Ｖ）国家（中央統計局）に対する国民の申告義務の代償として，この法律に

　　よる調査の及ぶ範囲を限定する窺定を置くと共に，調査者（統計局職員およ

　　 び調査集計担当者）の守秘義務を罰則を付して観定し，さらに個別的テータ

　　利用に関する制限（統計目的への限定）を規定して，個人（営業）の秘密の

　　侵害にたいして一定の保障を与えようとしていること 。また調査命令にた

　　いする抗告権を規定していること 。

　被調査者（国民）に統計調査におげる申告義務を課す一方，他方において個

人（営業）の秘密について調査者の守秘義務を規定するのは，近代的た統計調

査の法的規定が帰着せざるを得ない基本的構成であり ，罰則を伴う守秘義務の

明示規定も ，１８８０年の合衆国セソサス 法において調査員の守秘義務違反の罰則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
が契約条項の中に含められる形で初めて登場している 。また，成加こは至らな

かっ たが１８９５年のオーストリアの労働統計に関する法律案には官吏の守秘義務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
違反にたいする禁固刑の観定が含まれていた。このような動向の中で，Ｇ．ｖ ．

ＭａｙｒはＳｔａｔｉｓｔｉｋ　ｍｄ　Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔｓ１ｅｈｒｅの初版（１８９５）において，上述の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
基本的構成を含む統計的行政法の構成要件を体系的に示したのであ った 。

　この流れで見ると ，ハソカリーの１８９７年の統計法はその基本的構成において ，

アメリカやオーストリァに既に見られた申告義務と守秘義務の結合という流れ

を積極的に取りいれたものであ ったと言えるのであるが，われわれが上に見た

ように，被調査老の権利にたいする調査者側の責任の明確化という点からみる

と， 調査関係者の守秘義務の規定に加えて統計局それ自体に対し，テータ利用

の目的および公表方法の限定という彩で，明示的た制的を加えている点で，よ

　　　　　　　　　　　　　　ユＯ）１１）
り体系的であ ったと言えるであろう 。

　加えて，この法律は，上記のことく　般的統計法という性格をもつものであ

ったが故に，統計調査をめくる国家と国民の権利義務関係を　般的な彬で法制

化したものとして，い っそう意味をもつものであ った。同時に，この法律は ，

国民が申告義務を課せられる範囲が具体的には法的に揚定しがたいという　般

法特有の難点に関して，中央統計局の個々の調査企画について議会での承認を

　　　　　　　　　　　　　　　　（７７５）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
要件とすることによっ て， Ｍａｙｒ が強調した統計調査に関する立憲主義の原則

を維持しようとしている点も見落してはならないであろう 。

　ところで，欧米先進副こおいても汰お統計法の体系が整備されていたと言え

たい段階において，オーストリアとの関係において１８６７年に一応の内政的独皿

を得，独自の統計局の発足を見て問もないハソガリーにおいて，こうした統計

法の整備がおこなわれた事情はどこにあるのであろうか。もとよりハンガリー

は小国とはいえ，官庁統計の国際的な交流ではすでに一定の役割を果していた

（１８７６年の国際統計会議はブタベストで開かれた）。 さらに，この時期の統計局長
Ｊｅｋｅｌｆａｌｕｓｓｙの考え方が，この統計法の成皿の直接の契機であることも疑いを

いれたい。しかし，われわれはこの法律の成立を考えるときに，単に守秘義務

を中心とする被調査者の権利保護の揚定のみに目を向げるべきではなかろう 。

このような保障条項は，Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙの説明でも読みとれるように，統計局に

強力な調査権限を賦与する代償として組みこまれたと考えられる。われわれは ，

こうした意味でハソカリー統計法の成止の歴史的事情を，当時におげるハソカ

リーの官庁統計の状況とその杜会的背景に照して見ておくことにする 。ただし，

入手しえた資料が限られているため，ここでの目的はその範囲内で一定の手掛

りをさぐることに限られる 。

　　２）　Ｊ　ｖ　Ｊｅｋｅｌｆａ１ｕｓｓｙ，　 “Ｂｅｍｅｒｋｕｎｇｅｎ”ｈ１ｎｚｕｇｅｆｕｇｔ　ｚｕ　“ Ｒｅｏｒｇａｎ１ｓａｔ１ｏｎ　ｄｅｒ

　　　Ｌａｎｄｅｓｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ１ｎ　Ｕｎｇａｒｎ，Ｇｅｓｅｔｚ－Ａｒｔ１ｋｅ１ＸＸＸＶ（”Ａｕｇｅｍｅ１ｎｅｓ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１－

　　　 ｓｃｈｅｓ　Ａｒｃｈｉｖ ”， Ｂｄ．Ｖ．ＳＳ．３３２＿３３７）

　　３）後出皿一（１）参照
。

　　４）１８７４年法でも ，各省がその統計材料を統計局に引き渡すこと ，また各省の行う

　　　調査も国家統計委員会に提出して専門的審査を受げるべきことを観定している 。

　　　しかし，Ｂｏｋｏｒは，後者は実際には守られたかったことを指摘している 。Ｇ．Ｂｏｋｏｒ

　　　（後出注１３の論文）Ｓ．３４７
．

　　５）Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙは，ここで，この条項が中央統計局にとっ ても不利にたるもので

　　　ないことを細説している。それは，一つには，統計調査プ ログラムの議会討論

　　　が，ひいては民衆の問での統計の関心を高めるからであり ，他方では，作業プ ロ

　　　グラムの一括提出の場合，既定の調査の必要汰変更と修正がより容易であるとい

　　　うのである 。

　　６）　 これは，各省庁の代表者と若干の学識経験者から構成されていた。後述参照 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７７６）



　　　　　　　　　　初期の「統計法」の一典型（浦田）　　　　　　　　　　　　２７

７）　Ｒｏｂｅｒｔ　 Ｃ　 Ｄａｖ１ｓ，Ｃｏｎｉｄｅｎｔ１ａ１１ｔｙ　ａｎｄ 　ｔｈｅ　 Ｃｅｎｓｕｓ，１７９０－１９２９
，１ｎ “Ｕ 　Ｓ

　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ＨＥＷ，Ｒｅｃｏｒｄ，ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｒ１ｇｈｔ　ｏｆ　ｃ１ｔ１ｚｅｎｓ ”， １９７３

　Ｐ．１９５
．

８）　Ｇ　Ｍａｙｒ，Ｏｅｓｔｅｒｒｅ１ｃｈ１ｓｃｈｅｒ　Ｇｅｓｅｔｚｅｎｔｗｕｒｆ　ｂｅｔｒ　ｄ１ｅ　Ａｒｂｅ１ｔｓｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ（ “Ａ１１－

　ｇｅｍｅ１ｎｅｓ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃｈｅｓ　Ａｒｃｈ１ｖ
”， Ｂｄ　ＩＶ，ＳＳ６６０＿６６８）

９）前出拙稿参照 。

！０）個別情報の統計目的利用にたいする制限，公表にあたっての個別情報の秘匿の

　ための規定が，合衆国セソサス法に観定されたのは１９１０年である 。米国国務省セ

　ソサス局刊，水野垣 ・平田和子訳「セソサスの秘密保護」（『統計局研究室情報』

　第２５号，１９７３．３．）

１１）１８９７年法は個々の統計調査の結果の公表義務を規定していたいが，第１条と第

　５条に事実上それが含まれているといえる 。

１２）前出拙稿参照 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
皿． １８９７年法までのハソガリー官庁統計の発展と間題状況

　（１）最初の統計組織と１８７４年の法律

　ハソカリーにおいて独自の官庁統計が成止したのは，１８６７年にいわゆる「二

重君主国」（オーストリァ ・ハソヵリー帝国）の体制のもとで独自の憲法 ・議会 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
内閣をもち，内政上一応の自治権をもつに至ってからである 。

　ハソカリーの独自の官庁統計の開始以前に，オーストリア政附の下で若干の

直接調査がハソガリーでも実施されている 。たとえば１８５０／５１年および１８５７年

の国勢調査がそれである 。とは言え，これらの調査は，ハソガリーの住民や下

級官庁から相当の低抗を受げ，「そのテータはおそらく正確などとは言えたい」

といわれている 。その他の行政統計もオーストリア支配下のハソカリーではほ

とんど組織化されていなか った。したが って，内政的な独立を得たハソガリー

国家は，早急に独自の統計を組織しなげれぼならなか ったのである 。

　１８６７年　重君主国体制の下で成立したハソカリー内閣の農商務大臣Ｓｔｅｆａｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ５）
ｖ． Ｇｏｒｏｖｅから科学アカデミー統計委員会での統計活動に参加していた若い公

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７７７）
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　　　　　　　　１６）
法学者Ｋａｒ１Ｋｅ１ｅｔｉに統計局の設置に関する覚え書の作成が委任された。こ

れに基いて１８６７年のうちに農商務省にＫ．Ｋｅｌｅｔｉを長とする統計課が設置さ

れ， 同時に，各省代表と専門家から成る国家統計委員会が発足した 。

　統計課と統計委員会の最初の大揚模な作業は，１８６９年１２月３１目を期目とする

国勢調査であ った。同時に，統計委員会によっ て次々に小委員会が任命され ，

貿易統計，営業統計，犯罪統計，団体統計，農業統計の調査の体制およぴ調査

票が審議，決定された。１８６８年５月には最初のｒ統計通報」（Ｈ・ｖａｔｏｌｏｓ　Ｓｔａｔ・ｓｔ１－

ｋａ１Ｋｏｚ１ｅｍ６ｎｙｅｋ）が刊行された
。

　ハソカリー官庁統計制度の発展のつぎのステ ヅプは，１８７１年に農商務省の統

計課が大臣直属の統計局に昇格されたこと ，またとりわげ，１８７４年に最初の

ｒ統計法」が制定されたことであ った。これらの改革の推進者はＫｅ１ｅｔｉであ

った。ハソヵリーの官庁統計を推進するには省内の一つの課の地位はあまりに

も低すぎたし，統計委員会も各省の分散的なデータ蒐集を十分掌握できない状

態にあ ったために，Ｋｅ１ｅｔｉは１８６９年ペテノレスブノレグで開かれた国際統計会議

から帰 った後に，官庁統計の行政的た独立性の必要を説いた建白書を大臣に提

出し，その実現にねぱり強い努力をした。この建白書の中で，Ｋｅ１ｅｔｉは，よ

り広い作業範囲をもち大臣に直属する中央統計局の設置を求めると共に，全国

的な調査のために県の下級官吏の好意的協力を期待しなげれはならたいような

状況を改め，テータ提供を法的に義務つげることを主張した。１９７１年に統計局

（官制上は農商務創こ属した）の設置が認められ，局のスタ ッフはやや充実し，統

計活動上の自由が拡大された。法的権限の強化（統計局にたいするデータ提供義務

の法制化）の方は１８７４年に法律第２５号とな って実現した 。

　１８７４年のこの法律は，ハソガリー統計局がハソガリー王国の公的状態を明ら

かにする課題をもつことを観定し，また国家統計委員会とその任務をも規定し

たが，この法律の眼目は，データ提供義務の観定であ った。第５条によれば ，、

この義務は，政府諸機関，宗教機関，文武の官庁，さらに公共施設，公共的目

的をもつ業務に従事する民間施設 ・団体 ・会杜に及ぶものと一された。また法律

は， 統計局の命令にも拘らず提出されないデ ータ ，あるいは不完全なデータに

　　　　　　　　　　　　　　　　（７７８）
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ついては，提供責任をもつ機関の負担と費用によっ て統計局が直接現場でデー
　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
タ蒐集をおこたいうることを観定した 。

　この法制化の必要が政府部内で認められる重要な契機とな ったのは，１８７１年

に実施された工業統計調査の失敗であ ったとＧ．Ｂｏｋｏｒは述べている 。この

調査は，１８６９年の国勢調査の職業テータを補完するために，経営の技術的な諾

事項，補助作業者，生産価額等々を調べようとしたものであ ったが，調査票の

回収率はきわめて低く ，事実上失敗に終ったという 。このＢｏｋｏｒの指摘は注

目に価するがジただ，営業統計のようなセソサス調査のための申告義務の規定

として見るときには１８７４年法の規定は，申告義務者の範囲の境定において不明

確であると言わざるをえない。１８７４年法は，差し当りは官庁や公共的性格をも

つ企業の統計局への中告義務を規定しただけであり ，　般的統計法としては不

完全なものであ った。事実，その後も個々の重要な調査には個別立法がなされ

ている 。しかし，この法律は「その後２２年問，統計局が必要とする統計データ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
を嫌がる会杜等から請求する道具として使われた」とされ，その意味では１８９７

年法の制定のための土台とな ったものと言えよう 。

　（２）１８９０年までの統計活動の重点と課題

　１８６７年にはじまる　重君主国時代のハソカリーは，フルソヨ ア革命の不撤底

と東欧的後進性のもとで，立憲主義の体裁をとりつつ，政治的には依然として

大土地所有階級の主導下にあ った。しかしながら，二重国体制によっ て一時期

つくり出された政治的安定とオーストリァとの共通関税，経済共同体のもとで

経済的にはかなりの発展を見る 。

　この時期のハソガリーの政府は，土地所有関係を中心とする半封建的基本関

係に対しては根本的改革を加えようとしなか ったが，近代的公教育制度の採用

（１８６８年），刑法の改正（１８７２年）なとを行い，産業発展のための鉄道建設を進め ，

また信用制度の確立を計った。国家による直接投資も決して僅かでなか ったと
　　　ユ９）

いわれる 。

　こうした政策を進める上で，政府はその施策のための基礎資料を必要とした

　　　　　　　　　　　　　　　　（７７９）



３０　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第５号）

ことは言うまでもない。われわれは主として，Ｇ．Ｂｏｋｏｒの研究に依拠しつつ
，

この時期にどのような統計活動が開始されたかを見ると共に，それらの調査に

ついて指摘されている成果と問題点の若干を拾ってみよう 。

　既に述べたようにハソカリーの官庁統計の最初の，しかも困難な事業は１８６９

年の国勢調査であ った。政府が早々に国勢調査を取り上げたのは，前回オース

トリア政府の下で実施された調査から十年経過し，オーストリア自体でも実施

の時期が来ていたのに合わせる意味もあ ったであろうが，しかし何よりもこれ

によっ て内政的独皿後の施策の基礎を求めたことは明らかである 。期目は別と

して，調査そのものは全く独自の体制で実施された。調査項目についてはオー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２ｇ）

ストリアの調査と基本的に変っていないように思われるが，調査は，各県（お

よび市）に調査委員会をおき，調査区を設定し調査員を任命して行なわれた 。

　この調査はハソカリー官庁統計の最初の仕事としてかなりの成果をあげたが ，

同時に幾つかの課題を残した。調査内容の面では，この調査は政治的配慮から

ハソカリーにとっ て深刻な問題である国民の民族性の調査を取りあげえなか っ
２１）

た。 この課題のために，次の１８８０年の国勢調査からは，母語（母から覚えた言

語）およぴ宗教の質間が取り入れられたが，この民族間題がハソカリーの統計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
調査に特殊た困難を生じさせたことは疑いない。調査方法の面では，この最初

の国勢調査は，世帯または家屋毎の連記票を用い，かつ，県（およぴ市）での

地方分査の方式がとられたので，集計上の困難が大きく ，とくに職業分類上の

不統一が間題を残した。このため，Ｋｅ１ｅｔ１の努力によっ て次の１８８０年の国勢調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
査からは調査カード（単記票）による中央集査が実現される 。

　セソサスとは別に，継続的に実施される調査の幾つかも早い時期から開始さ

れている 。人口動態統計，犯罪統計，貿易統計，収獲高統計たどがそれである 。

だが，それらも決して簡単な仕事ではなか った 。

　人口動態統計は，この国では国家と教会の関係の解決がおくれ，国家の手に

よる戸籍業務の開始が１８９５年まで延はされたために，一定の書式で年一回提出

される教会の記録に依るほかたく ，精密な結果を求めがたか った。また，市町

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７８０）



　　　　　　　　　　　初期の「統計法」の一典型（浦田）　　　　　　　　　　　　３１

村からの報告による作付面積と収獲高の統計も，７０年代の結果はほとんと信頼

できなか った。１８８５年にた って作況報告員が採用されるが，この段階でもなお

耕地に関する市町村台帳の不備は十分に改善されていたか ったという 。

　貿易統計は，ハソガリー統計局にとっ て特別に重要な地位を占めた。それは

この国とオーストリアとの関係，直接には，関税協定によるものであ った。つ

まり ，両国問には関税線が無か ったから，関税統計ではオーストリアとの貿易

を捉えられず，結局ハソガリー自体の貿易統計は得られなか ったからである 。

しかも ，オーストリアとの取引はハソガリーの輸出入の圧倒的部分を占めてい
２４）

た。 また，この関税協定の間題は，関税率をめく“り ，さらには関税自主権の要

求をめぐっ て，ハソガリーの議会内外での激しい議論の対象であり ，そのため

にも ，ハソガリー独自の詳しい貿易統計が必要であ った 。

　すでに統計課の発足当初から，鉄道およびドナウ河汽船会杜に国境を通過す

る貨物輸送の幸皮告を依頼し，他方ノレーマニア ，セルピアとの国境の税関の報告

を求めて，不完全たカミら独自の貿易統計の作成カミ開始されていた。しかし，関

税協定の第一回目の交渉がせまっ たころ，折柄の経済不況もあ って ，オースト

リアヘの従属関係が激しく議論されたのを背景に，新たに貿易統計に関する法

律（１８８１年）カミ出されるに至り ，本格的た調査が始まる 。この法律によっ て，

鉄道，船舶および駅逓馬車によっ て国境を通過するあらゆる商品輸送について ，

印紙をは った申告書の提出が義務づげられ，これをもとに輸出入統計を作成す

ることにな った。これは統計局の継続的作業の大きな部分を占めるに至り ，そ

のための職員の増加がなされたが，調査の怪費は主に印紙収入で賄われた 。

　この時期の職業統計，営業統計についても簡単にふれておこう 。１８７１年の営

業調査が失敗したことはすでに触れた。しかし，１８８４年に再ぴ工業調査と家内

工業の調査が実施されている 。家内工業の調査の方は，市町村を通じての表式

調査であ ったが，工業調査はセソサス方式であり ，調査票には，従業員，使用

される原動機と機械，燃料に関する質間がふくまれていた（なおハソガリー工業

の主体である製粉業にっいては別の調査票が使用された）。 注意すべきは，統計局の

原案にあ った年生産額の項目が削除されたことである 。結果は１８７１年の調査に

　　　　　　　　　　　　　　　　（７８ユ）
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比べて良好であ ったとは言え，なお非常の多数の営業者が調査からもれ，回答

にも多くの隠匿があ ったとされる 。

　統計局は，こうした調査もれを防く“ため，次回は国勢調査に付帯して，詳し

い職業＝営業調査を行う方針をとっ た。 １８９０年の職業調査には工夫がくわえら

れ， 被雇用の営業従事者には職種を聞くだけでなく ，親方名または企業名を記

入させた。これによっ て， 職業，産業の組み合せ分類が出来るようにな っただ

げでたく ，統計局はこの調査票から逆に雇い主側の営業状態を把握するのに利

用した。営業調査の方も ，前回よりも好結果が得られたという 。

　以上にみた諸調査のほかに，１８９０年頃の統計局は，運輸統計，金融機関の統

計， 火災統計，教会と学校の統計，鉱業統計，国家財政統計，重要生活物資の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
価格統計，農業労働者の賃金統計たとを作成公表していた 。

　（３）１８９０年代の新たな局画

　１８９２年にＫｅ１ｅｔｉが死去したことによっ て， 統計局の指導は次長から昇格し

たＪｅｋｅｌｆａ１ｕｓｓｙに移り ，Ｋｅｌｅｔ１の指導によっ て基礎つげられたハソカリー官

庁統計に，新たな改革が加えられるにいたる 。しかし，変ったのは局長だげで

はなか った 。

　ハソガリーの経済発展と工業化は１８９０年代にはいるとい っそう加速し，発展
　　　　　　　　　２６）
の第２の段階にはいる 。これに伴 って，資本主義経済のもたらす諸矛盾も拡大

した。影響は農村部にも拡が っていく 。とくに１８７０年代の末から続いていた ヨ

ーロッバの農業恐慌は，この剛こ深刻な影響を与えた。保守的た地主やシ ェソ

トリー階級の問に，反資本主義を標楮する重農主義的反対派が台頭した。他方

では，都市の労働運動が新たな高まりを見せ，農村においても農業労働者や貧

農の運動が激化する 。ハソガリーの特化した工業では，農村の過剰人口を吸収

しえず，移民が一段と増大した。こうした状況の下で，政府は産業保護政策を

強化する（例えぱ繊維産業の助成や農産物関税率の引き上げ）一方で ，治安対策の

強化や杜会政策的対応にも迫られたのである 。こうした状況は統計にたいする

政府ならひに杜会の需要を高め，官庁統計の一層の拡充を促したのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７８２）
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　Ｊｅｋｅ１ｆａｌｕｓｓｙの統計局は，官庁統計を集中化することに努めた。それは先ず ，

各省庁の集める統計テータを基本的に統計局に集中し，そこで整理集計するこ

とであ った。そのために，各データの蒐集に統計局での整理に適した調査カー

ドが採用される 。Ｊｅｋｅｉｆａ１ｕｓｓｙは，１８９５年の国家による戸籍登録の開始を機会

に， 人口動態統計にこれを適用し，火災統計や犯罪統計にも広げた 。

　動態統計の整備は，金融統計の拡大や杜会保険をふくむ保険統計の開始にも

見られる 。さらに，その後第１次世界大戦までには，移民統計（出入国統計） ，

家畜市場統計，市場向精粉統計，ストライキ統計，職業災害統計，等々にひろ
　２７）

がる 。

　セソサス式の調査の拡大の面で，注目されるのは，１８９５年の大揚模な農業調

査である 。ハソガリーにおげる農業の大きた比重にもかかわらず，農業セソサ

スの開始は営業（エ業）調査に比べて遅か った。大土地所有貴族の支配するこ

の国では，それは一種の聖域であ ったのかもしれたい。しかし，既述の農業恐

慌の深刻な影響のために，農業経営と農業事情の悉皆的調査の要求が政府や関

係者の間で高まっ たのを受けて，統計局の提案により ，そのための法案と予算

が承認された。農業経営調査は，所有ではなく ，経営を単位とする調査票に調

査員が記入する移で実施され，農業経営者，経営面積（作物別），従業者（家族 ，

職員，僕稗等別），付属工場の有無，農業機械，家畜，果樹等が調査された 。

　ところで，法制的な面で１８９７年法の一つの先駆として注目されるのは，外国

貿易統計に関する１８８１年の法律を一部改正する法律（１８９５年）である 。この法

律は，中告義務違反に対する罰金刑を定めただけでなく ，さらに中告の正確さ

を検査するために統計局の常設支所を，主要駅，駅逓およびフィウメ 港におき ，

必要な場合には実地検査をおこなうことを規定した。Ｂｏｋｏｒによれば，この貿

易統計の改正のねらいの一つは，商品分類を一段と精密にし，またそれによっ

て価額の推計を正確にすることにあり ，輸送申告書の品目記載の一層の正確性

が要求されたのである 。申告義務と罰則の規定は１８９０年の国勢調査法に見出さ
　　２８）

れるが，申告内容に関する実地検査権が規定されたのはこれが初めであ ったと

　　　２９）
思われる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７８３）
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　１３）本節の統計史的事実の記述は，特に断わらない限り ，Ｇｕｓｔａｖ　Ｂｏｋｏｖ，Ｇｅｓｃｈｉ－

　　 ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ａｍｔ１１ｃｈｅｎ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ　ｍ　Ｕｎｇａｍ（“Ａｌ１ｇｅｍｅｍｅｓ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃｈｅｓ　Ａｒｃｈ
１ｖ

９，

　　 Ｂｄ５・１８９８／９９・ＳＳ・３３８－３６５）に依拠している 。なお，この論文の基礎にな った

　　Ｂｏｋｏｒの薯書 ”Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｍｄ　Ｏｒｇａｎ１ｓａｔｍ　ｄｅｒ　ａｍｔ１１１ｃｈｅｎ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ　ｍ　Ｕｎ．

　　 ｇａｒｎ
・” Ｂｕｄａｐｅｓｔ１８９６は参照できなか った 。

　ユ４）久しくオーストリアの支配下におかれたハソガリー では，１８３０年頃から，一定

　　の自由主義的改革の志向と共に，オーストリアに対する独立の試みが強まり ，失

　　敗に終ったとは言え，１８４８年一４９年の市民革命＝独立戦争を経験した。１８６６年の

　　普婁戦争に敗れドイツ連邦からしめ出されたオーストリアは，ハソガリーに対す

　　　る専制的支配の方針を転換し，ハソガリーの支配層（大土地所有貴族）と妥協し ，

　　彩式的には対等のハソガリー王国の存在を認め，＿重君主国オーストリア ・ハン

　　　ガリー帝国がつくられた。二重君主国は，軍事 ・外交 ・財政の面でたお実質的に

　　つながりをもち，これらは共通閣僚の手で処理された。なお通商 ・関税 ・通貨 ・

　　鉄道 ・国立銀行に関する事項は両国が独立国の立場で相互に揚定を結ぶことにた

　　 ったが，この協定は十年ごとに更新しなげれぱならなか った。こうした共通部分

　　の運営をめぐっ て両国の利害は種々対立し，しぱしぱ衝突がおこっ た。 矢田俊隆

　　著ｒハプスブノレク帝国史研究』（１９７７）特に第三章ｒハソガリーの経済的発展と

　　杜会 ・政治構造」参照。またハムレー二 ・ニルヴィソ編田代文雄，鹿島正裕訳

　　『ハソガリー史』１２（１９８０，原薯１９７３）参照
。

　１５）二重君主国体制の成立に先立つて，ハソガリー科学アカテミー（１８２５年創立）

　　の中で，ハソガリー独自の統計の創出を意図した動きが始まっ ていた。すなわち

　　 １８６０年にアカデミーの中に統計委員会がつくられ，統計の編集 ・加工だげでな

　　　く ，独自の調査をも試みた。この委員会は１８６３年総督府に統計部局の設置を建白

　　し，これを受げて総督府につくられた混成委員会は一つの提案を提出したがこれ

　　は陽の目を見なか った。Ｇ．Ｂｏｋ０Ｌ　Ｓ．３４０
．

　１６）　Ｋ　Ｋｅ１ｅｔ１については，Ｇ　Ｂｏｋｏｒ，Ｄａｓ　Ｚｅｎｔｅｎａｒ１ｕｍ　Ｋａｒ１Ｋｅ１ｅｔ１ｓ（・Ａ１１ｇ

　　Ｓｔａｔｌｓｔ　Ａｒｃｈ１ｖ・” Ｂｄ２４・１９３４／３５，Ｓ２１９ｕ廿）およびＪ　Ｊｅｋｅ１ｆａ１ｕｓｓｙ，Ｋａｒ１

　　 Ｋｅ１ｅｔ１ ．１８３３＿１８９２　（６ Ａ１ｌｇ ，Ｓｔａｔ１ｓｔ　Ａｒｃｈ１ｖ
”， Ｂｄ　２．１８９１＿１８９２，Ｓ７４７＿７５１）

　　参照 。

　１７）以上の経過および１８７４年法の内容についてはＧ．Ｂｏｋｏｒ　ＳＳ．３４１－３４８参照。残

　　念な：がらわれわれは法律の全文に接しえなか った 。

　１８）Ｇ・Ｂｏｋｏｒ・Ｓ・３４７・Ｂｏｋｏｒはさらに，ｒこの法律はこのような助げとして計画

　　された」としている 。

　１９）　この部分は矢田凌雄，前掲書３８５－３８７頁参照
。

　２０）　オーストリアのこの時の国勢調査については，さしあたりＲｏｂｅｒｔ　Ｍｅｙｅｒ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７８４）
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　Ｔｈｅ　ｈ１ｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ　ｍ　Ａｕｓｔｒ１ａ（‘ Ｔｈｅ

　ｈ
１ｓｔｏｒｙ　ｏｆ 　ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ ”ｅｄ　ｂｙ　Ｊ　Ｋｏｒｅｎ　１９１８） ，Ｐ９４－９５参照

。

２１）Ｇ・Ｂｏｋｏｒ，Ｓ．３４３．Ｂｏｋｏｒによれぱ，Ｋｅ１ｅｔｉは教育省の依頼でおこな った当時

　の就学児童の調査では宗教と民族所属を調べ，これから国民の民族所属を推計し

　た 。

２２）周知のごとく ，ハソガリーは多民族国家であり ，民族の差異は，その政治的 ・

　経済的 ・文化的条件と深く結びついていた。したがって「ハソガリー では，母語

　　と伝統宗教は，国勢調査だけでなく ，経済や文化の発展要因を調へようとするほ

　　とんどの調査にとっ てそれの確立を不可欠とするほど重要な住民の特質である」

　Ｌａｎｄ１ｓ１ａｕｓ　ｖ　Ｂｕｄａｙ，Ｔｈｅ　ｈ１ｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｏ筋ｃ１ａ１ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ　ｍ

　Ｈｕｎｇａｒｙ（“ Ｔｈｅ　ｈ１ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ ”， ｅｄ，ｂｙ　Ｊ　Ｋｏｒｅｎ，１９１８）Ｐ３９７（なお
，

　この論文の独訳 ‘Ｄｉｅ　Ｅｎｔｗｉｃｋ１ｕｎｇ　ｄｅｒ　ｕｎｇａｒｉｓｃｈｅｎ　ａｍｔ１ｉｃｈｅｎ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｋ ’が

　“ Ａ１１ｇ ．Ｓｔａｔｉｓｔ ．Ａｒｃｈｉｖ”Ｂｄ．９にある）。

２３）　この点でハソガリーは１８７２年の国際統計会議の決議を実行した数少い国の一つ

　とな った 。

２４）　この時期の統計ではないが，１９０９－１９１１年のそれによると ，オーストリアとの

　取引は，輸出入共に全体の７０劣以上を占めた。矢田俊雄，前掲書３６６頁参照 。

２５）　Ｇ１Ｍ［ａｙｒ，Ｄ１ｅ　ｓｔａａｔ１１ｃｈｅｎ　ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃｈｅｎ　Ａｅｍｔｅｒ　Ｏｅｓｔｅｒｅ１ｃｈ－Ｕｎｇａｍｓ（‘ Ａ１１ｇ

　Ｓｔａｔｉｓｔ．Ａｒｃｈｉｖ，” Ｂｄ．１）Ｓ．７６２
．

２６）　Ｐ ．エルヴィソ 編， 前掲書Ｉ ，７１ぺ一ジから，工業化の一端を示す次の表を一

　部省略して引用しておく 。

　　　　　　　　　表１　ハソガリーの経済発展１８５０－１９ユ３

年
人　口 鉄　道 機械 工業労働者

（百万人） （ｋｍ） （ユＯＯ嶋力） （ユＯＯＯ人）

ユ８５０ １３ ．２ ユ７８

■
１８６７ １５ ．４ ２， ２００ （ユ８６３年）　８ ．６

一
ユ８８０ ユ５ ．６ ７， ２００ （ユ８８４年）６３ ．８ １１０

ユ８９０ ユ７ ．４ １１ ，５００ ユ６５

ユ９００ ユ９ ．３ １７，ＯＯＯ （ユ８９８年）３０７．４ ３２０

１９１０ ２０ ．９ ２２，ＯＯＯ ８８６ ．ユ ５１０

一１９ユ３ ６２０

■

とはいえ，１９００年の国勢調査では，人口の６８．４劣は農林業であり ，鉱工業運輸の

計は 、１９．６劣（目傭労働者をのぞく）に過ぎたか った。Ｍｉｒｋｏ　Ｍ．Ｋｏｓｉ６，Ｅｒｇｅｂ
－

ｎ１ｓｓｅ　ｄｅｒ　ｕｎｇａｎｓｃｈｅｎ　Ｖｏ１ｋｓ－ｕｎｄ　ＢｅｒｕｆｓｚａｈＩｕｎｇ　１９１０　（“Ａｌｌｇ　Ｓｔａｔ１ｓｔ　Ａｒ
－

ｃｈｉｖ，” Ｂｄ．８）Ｓ．７６０．　なお当時の農林業就業者のうち自営者２００万（３５劣）

にたいし労働者は３５０万（６４％）人を占め，商工業就業者は自営者６４万（３１％） ，

　　　　　　　　　　　　　　　（７８５）
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　　労働者１３０万（６３．４劣）であ ったという（Ｐ ．エルヴィソ編， 前掲書，２．８４－８５

　　頁）。

　２７）ＬＢｕｄａｙ，１
ｂ１ｄ，Ｐ４０９－４１３

　２８）ＨＲａｕｃｈｂｅｒｙ，Ｄ１ｅＢｅｓｔ１ｍｍｕｎｇｅｎｕｂｅｒｄ１ｅＶｏ１ｋｓｚａｈ１ｕｎｇ１ｎｄｅｒｏｓｔｅｒ
－

　　 ｒｅ１ｃｈ－ｕｎｇａｒ１ｓｃｈｅｎ　Ｍｏｎａｒｃｈ１ｅ（ ‘Ａ１１ｇ　Ｓｔａｔ１ｓｔ　Ａｒｃｈ１ｖ
，” Ｂｄ　Ｉ　ＳＳ７２５ｕ丘）

　　ここには，附録として，１８９０年の国勢調査法，調査票，世帯集計票が掲げられて

　　いる 。

　２９）　この強い申告義務の規定にあたって申告義務者の権利保護観定が設けられたか

　　否かは明らかでたい。なお上記の１８９０年の国勢調査法には守秘義務等の観定は見

　　出せたい 。

皿． １９世紀末までのハソガリー官庁統計の

　　発展の特徴と１８９７年法

　以上の簡単な歴史的概観からも，ハソカリー官庁統計が，内政的独立を得て

からの３０年の問に，かなり急速に活動を広げ，先進国の統計の仲問入をすると

ころまで達しつつあ ったことが知れるであろう 。実際，一定の大規模調査の実

施や，集中的整理のための一貫した努力において，　重君主国の支配的一方の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
オーストリァに先行する像どにな っていたと思われる 。

　同時に，この国の官庁統計とその制度の発展にかなりの特徴が見られる 。最

大の特徴は，統計局が一貫して統計活動の中心とたり ，統計業務の集中が強く

みられることである 。このことは，何よりも，この国が，内政的独立を得てか

ら， 早急に統計の整備を進めざるをえなかったこと ，またそのためにＫ．Ｋｅ－

１ｅｔいこ代表される統計局のイニシァチブが必要であ ったためであろう 。

　実際，ハソカリーでは，国家の近代化を急ぎその政策をたてるには，専門行

政の体制の確立や，地方行政の集権的整備にむしろ先行して，そのための全国

的基礎資料を作り出さねはたらなか った。たとえは，政府は普通教育の義務化

に早く着手したが，この国では学校教育の大半は教会が握っており ，戸籍業務

もまたそうであ ったから，教育省は，義務教育年令の児童数と就学児童数の調

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７８６）
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査を農商務省統計課（後の統計局）に依頼せねぱならず，以後，学校統計は，統

計局の大きな仕事の一つにな ったのである 。

　しかもこの国の行政機構には，古い封建的体質が根強く残 っており ，当初は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）
「あらゆる統計調査にたいして全く不機嫌で，ときには反抗的ですらあ った 。」

これが早くも１８７４年に統計局へのデータ提供義務を法的に挽定したげれぼたら

なか った直接の背景であ ったが，ともかくそれによっ て統計局の権限が強化さ

れ， 集中化の一つの基礎とな った 。

　もちろん，専門行政がある程度進釧ま，当該部局での一定の業務データが蓄

積し，独自の統計調査の要求も生じる筈である 。そこから，たとえほ，オース

トリアでは，中央統計委員会に直結する統計総局のほかに，７０年代初めに，商

務省，農林鉱業省に統計課カミでき，分散化カミ始まっ た。ハソガリーでも ，そう

した動きが無いわけではなか った。たとえぼ，！８８４年に，農商務省自体に，農

林統計課が設げられて，その年，家畜調査を実施している 。しかし，この調査

は， 市町村毎の総計を求める表式調査であ って，その結果は，国勢調査に付帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
して実施された則＿回の調査より信頼性に劣るものに終った。結局，この課は ，

農業統計の中心にはたらなか ったのであるが，この経過は末端行政機構の整傭

を含めた分散化のための制度的条件がこの段階でなお欠けていたことを示して

いる 。

　統計調査の方法自体についてみると ，これまで見たように，ハソガリーでは ，

最初から直接的調査の比重がたかく ，しかも早くからセソサス形式の幾つかの

大揚模調査（国勢調査，営業調査，職業調査）が始められたこと ，さらに，その際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
中央集査の方針が積極的に採用されたこと ，が一つの特徴と言 ってよい。そこ

には，先進副こ対抗しようとする統計局の強い努力が窺えるのと同時に，上記

のようなこの国の諸条件のもとでは，基礎的データの獲得には，こうレた方法

がむしろ不可欠であ ったし，そしてこれがまた統計局の役割を大きくしたと言

える 。

　さて，以上に見た初期の発展の特徴は，ハソガリーの１８９７年法の歴史的前提

として重要であるが，この法律の直接の背景には，前節で触れたような９０年代

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７８７）
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に入ってから強く感じられるようにな った資本主義的発展に伴う諸矛盾の激化

のもとでの，官庁統計の課題の拡大があ ったと考えられる 。この時期には，政

府・ 行政の指導的部分にとっ て， 産業政策や杜会政策のための適切な統計の必

要がますます強まらざるをえたいと同時に，経済発展にともな って，産業界の

一部の統計需要も高まりつつあ ったと考えられる 。そのことは１８９７年の法律の

準備と並行して，統計年鑑，統計通報（不定期の調査報告書）の他に，統計月報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
の刊行が用意されたことからも推察される 。統計行政にとっ ては，前の節で見

られるように，ようやく拡が ってきた行政自身の業務統計をい っそう統計目的

に合せて整備することも緊急な課題であ ったが，産業政策 ・杜会政策上の必要

に応えるには，直接調査の範囲をさらに広げ，しかもそれを定期化することが

必要であ った。さらに，調査結果に一段と高い正確性が要求されたことは言う

までもない 。

　こうした新たな段階での課題の拡大に対処するために，統計行政に従来以上

の強い調査権限を確保することが，１８９７年法の目的であ った。従来の１９７４年法

の申告義務の対象範囲は限られていたから，それまで個々の大規模調査につい

ては個別の立法によっ て個人や企業の申告義務が観定された。しかし今や，個

人や企業の申告義務がより広い範囲の調査にひろげられる必要があ った。しか

もそれまでの経験から，それを実質化するには，たんに罰則を観定するだげで

なく ，既に１８９５年の貿易統計にかんする改正法で認められたように，申告の正

確性を点検できる実地調査権を確保する必要があると考えられたのである 。

　１８９７年法は，一方では１８７４年法の形式を押し進めて，こうした強い調査権限

を　般統計法として規定し，統計局に権限を集中する方式をとるとともに ，

他方では，被調査者の権利保障のための諸挽定を巾広く盛りこむことにた っ

た。

　中央統計局への権限集中は，実体的にこれまで述へたハソカリー官庁統計の

発展の方向に沿いつつ，Ｊｅｋｅｌｆａ１ｕｓｓｙの強い主張が貫かれたものであるが，立

法上も，上記の強い調査権限を統計目的に限定する意味で，それを専門行政か

ら独立した中央統計局に集中しその責任を明確にするという構造が好都合であ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７８８）
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ったと考えられる 。

　　　　　　　　　　　　　３５）
　一般的申告義務と実地検査権の法制化に対する危倶を排除するため，申告義

務者の権利保障のための諸規定が周到に盛り込まれなげればならなか った。そ

の際・世界的な先例や議論が最大限に取り入れられたと考えられる 。こうして ，

たんなる守秘だげではなく ，データ利用の統計目的への限定という観点からも
，

当時としてもっとも周到な法制化がたされた
。

　しかし，い っそう注目されるのは，個人およひ法人が申告義務を課せられる

調査事項の範囲を明確に限定するという点に関して，この法律が立憲主義の建

前を貫こうとした点である 。この法律自体は，一種の一般法であ って，個別立

法を省いて，大規模な調査もふくむ広範囲にわたる調査権限を政府に賦与しよ

うとするのであるから，政府がいかなる調査を予定しているかについて，年々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
議会に報告することは，予算審議のためにも必要であ ったであろう 。しかし ，

この法律の特色は，個別的調査について，調査票をも添えた中央統計局の具体

的作業プラソを承認する最終権限を議会に残し，この承認の汰い事項について

は国民に申告義務がないことを明確にした点にある 。統計法自体のなかに，申

告義務を生じる具体的項目について議会をとうして国民の承認を必要とすると

いう考え方が示されている点では，それは，たとえぱ我が国の戦前の統計立法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
はもちろん，戦後の統計法とも全く異るものであ った 。

　こうした違いが何処から来たかは，これまで見てきた統計史的状況だけでは

もちろん説明できない。ハソガリーの場合，統計調査にたいする不信がたお強

かっ ただげでなく ，政府の調査が国民の権利に関わるという意識が議会を含め

て広く存在したからこそ，議会の承認を強調する彩で政府の調査権限の拡大強
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
化が計られたげればならなかったと言えよう 。

　最後に，このハンカリー法の運命について述へておこう 。それは，第　次世

界大戦と失敗に終ったハソガリー革命を経て狭い領土に制限されたハソガリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
王副こおいても引き継がれたが，１９２９年に，新しい統計法に改正されている 。

それは，上述の集中的体制にもかかわらず，行政上 ・立法上の必要から個々の

省庁の統計調査が増加している実態に照らし，統計法の適用範囲を広げ，同時

　　　　　　　　　　　　　　　　（７８９）
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に統計調査全体の一元的調整をはかることを主たるねらいとした改正であ った 。

このため，調整機関として，中央統計局および各省の代表と専門家から構成さ

れる統計評議会がおかれ，中央統計局の調査だげでなく ，各省の規則的調査に

ついても，その作業計画を統計評議会に提出しここで審査をうげ，政府全体の

作業計画として決定されなげれぱならないことにな った。この点で実質的に犬

きな改正が為されたのであるが，しかし，それ以外の基本的な点では，この改

正にもかかわらず，１８９７年の法律の諾規定が残された。すなわち，統計評議会

で決定された政府の作業計画が内閣総理大臣によっ て議会に提出され承認され

ることによっ て， それらの調査にたいする国民の申告義務が生じるという建前

は維持されたし，申告義務者の権利保障のための諸揚定も殆どそのまま踏襲さ

れたのである 。

３０）　
オーストリアの官庁統計ももちろんこの段階ではかたり発展をとげてお

’り

，た

　とえぱ１８９０年の国勢調査では ヨーロッバではじめて電気式集計をおこない，ある

　いは９０年代末から労働統計に力をいれるなど進んだ活動がみられるが，他方この

　国では統計活動の分散化が進み，営業セソサスや農業セソサスの実施たどはハソ

　ガリーよりも遅れ，１９０２年にた ってはじめて実施された。また，官庁統計の法制

　化の面ではずっと遅れた。オーストリアの当時の官庁統計については，さしあた

　　り ，Ｒｏｂｅｒｔ１Ｍ［ｅｙｅｒ，Ｔｈｅ　ｈ１ｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ

　ｍ　Ａｕｓｔｒ１ａ（ “ＴｈｅＨ１ｓｔｏｒｙ　ｏｆＳｔａｔ１ｓｔｌｃｓ”ｅｄ　ｂｙＪ 　Ｋｏｒｅｎ，１９１８）およびＡ

　Ｇｕｎｔｈｅｒ，Ｚｕｒ　Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ｏｓｔｅｒｒｅ１ｃｈ１ｓｃｈｅｎ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ（
‘‘Ａｕｇ　Ｓｔａｔ１ｓｔ　Ａｒ

－

　ｃｈｉｖ
’’

Ｂｄ．７．１９０７）参照
。

３１）　 Ｇ　Ｂｏｋｏｒ，Ｄａｓ　Ｚｅｎｔｅｎａｒ１ｕｍ　Ｋａｒ１Ｋｅ１ｅｔ１ｓ（ ‘Ａ１１ｇ　Ｓｔａｔ１ｓｔ　Ａｒｃｈ１ｖ
・” Ｂｄ

　２４．　１９３４／３５） ，　Ｓ．２１９
．

３２）　Ｇ　Ｂｏｋｏｒ，Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ａｍｔ１１ｃｈｅｎ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ１ｎ　Ｕｎｇａｒｎ・ａ　ａ　Ｏ　Ｓ　３６０
・

３３）　
この点で，たとえぱ戸籍に一よる人口調査を続げたり ，府県ｒ物産表」やｒ農商

　務通信規則」による表式調査に長く依存した我国の明治期の発展とは趣を異にす

　る。わが国のセソサス式官庁統計は，ｒ甲斐国人別調」（１８７９年）を別とすれば
，

　本格的には１９０９（明治４２）年のｒ工場統計報告規則」による工場統計（当初５年

　毎）であ った。例えば相原茂 ・鮫島龍行編『統計目本経済』（筑摩書房）の第１

　章，第２章参照 。

３４）統計月報の刊行は１８９７年法にも観定されている（第５条）。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７９０）
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３５）ただし，この法律は，わが国の「資源調査法」（１９２９年）のように，　般的な

　実地調査（立入調査）権を揚定したものではなく ，官庁および官庁の監督下にあ

　る施設や会杜についてｒ提出されたデータの信頼性と適合性の吟味 ・検査」の目

　的で行いうるものであり ，また株式会杜や信用組合の営業帳簿の閲覧について

　は，データ提供ないし訂正を拒否する場合に限られていること（第１０条）を注意

　しなげればたらない。我国の現行「統計法」の第１３条はｒ統計官…は，指定統計

　調査のためにｒ必要た場所に立ち入り ，あらかじめ総務庁長官の承認を得た事項

　について，検査をたし，調査資料の提供を求め，又は関係者に対し質問をするこ

　とができる」として，実地調査の権限を観定しているが，目的 ・事項 ・調査資料

　の範剛こついては総務庁長官の判断に委ねられる形にた っている 。

　　なお当時の外国の例としては，先述のオーストリアの「労働統計に関する法律

　案」（１８９５）に，ｒ義務づげられた調査の目的で企業の労働者名簿，作業日誌およ

　び勤務目誌，就業規則ならびに労災保険負担の記録，その他の賃金台帳類の閲覧

　ができる」という条項が含まれている 。第１章注８）にあげた論文参照 。

３６）　中央統計局の作業計画書は政府予算案提出時に議会に提出される（第３条第２

　項）。

３７）戦前の我国の統計法で法律そのものに申告義務を観定したものはｒ統計資料実

　地調査に関する法律」（１９２２年），ｒ資源調査法」（１９２９年）であり ，それらの調査

　事項の具体的範囲はいづれもｒ勅令」ｒ命令」に委ねられた。戦後のｒ統計法」

　は，申告義務を課すｒ指定統計」の指定とそのｒ目的，事項，範囲，期目及び方

　法」等六の承認の機関を，制定当初はｒ統計委員会」に，後に行政管理庁長官

　（現在は総務庁長官）としている 。

３８）　 このような権利意識はハソガリーの国民が不撤底とはいえ市民革命 ・独止戦争

　の洗礼を受げたことと無関係ではなかろう 。ただ，＿重君主国時代のハソヵリー

　　の政治体制は，立憲主義と自由主義を建前としつつも必ずしもブルジ ョア的な民

　主主義が支配していた訳ではなく ，選挙権は財産 ・教育 ・職業によっ て制限さ

　れ，議会では大中の土地所有階級が多数を占めていた。経済的に発展をしつつあ

　　るブルジ ョアジーも政治生活では自ら表面に出ることが少なかったといわれる 。

　　こうした政治体制と１８９７年の統計法との関係はなお検討すべき問題を含むが，こ

　　こでは立入れなか った 。

３９）　以下は，Ａ１０１ｓ　Ｋｏｖをｃｓ，Ｄａｓ　ｎｅｕｅ　Ｕｎｇａｒ１ｓｃｈｅ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅｔｚ（“ Ａ１１ｇ

　Ｓｔａｔ１ｓｔ，Ａｒｃｈ１ｖ
’’

Ｂｄ１９１９２９） ，ＳＳ２３５－２３９　による
。

〔資料〕ハンカリ　王国中央統計局にかんする法律１８９７年第３５号（１８９７年８

　　　　　　　　　　　　　　４０）
月２７目裁可，１８９７年９月２目公布）

（７９１）
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　第１条 ハソガリー王国統計局の任務は，ハソガリー王国の諸領地の公的状態を明ら

かにしまた公共の利害に関わり年六変動する状況を明らかにすること ，この目的のため

に可能たかぎり完全で信頼できるデータを蒐集すること，データを吟味，総括，整理す

ること ，これらを統治 ・行政等の実際的目的ならびに科学的目的のために等しく役立ち

うる仕方で公表すること ，にある 。

　中央統計局は，比較のために国際的なテータを蒐集し淀けれはならない。中央統計局

はまた自ら国際統計の利益を促進する義務をもつ 。

　第２条　データの蒐集ならぴにその加工およぴ公表に関し，ハソカリー王国中央統計

局の権限は，ハソガリー王室の諸領地の全域に及ぶ 。

　但し，ク回アチア ・スラヴ ォニアの州政府が，自治権にもとづく立法と行政の目的で

蒐集する統計テータ ，またはハソガリー王国中央統計局がク回 アチア ・スラヴォニアの

統計局に蒐集と整理を委ね，これを利用する統計データは，例外とする。上記のデータ

に関しては，その蒐集と総括カ中央との合意に基いて行われる隈り ，中央統計局は直接

データ蒐集および整理を行わない 。

　第３条中央統計局は商務大臣に直属する 。商務大臣は，閣議の同意ならぴに皇帝兼

国王陛下の裁可を経て，中央統計局の職務範囲および職務規定を省令として定める 。

　中央統計局の業務にかんし，毎年詳細にわたる作業計画が作成されなげれぱならな

い。 作業計画書には，既に進行中のテータ蒐集作業を列記すると共に，次年度に企画し

ている新観のデータ蒐集作業を掲げ，これにつきデータ蒐集の対象と方法の詳細ならぴ

に当該データ蒐集が直接間接に私人の申告に基づくものであるか否かを明記せねぽなら

たい 。

　作業計副こは，私人の所得または資産の全体に関するテータ ，あるいはこの所得また

は資産のうち外都に明かされない部分に関するデータ，最後に，個人の家族生活，共同

生活ならびに道徳生活の内的な諸事情に関するデータの蒐集を取りあげてはならない
。

　商務大臣は，閣議の同意を得て決定したこの作業計画書を，これに使用される調査票

を付した上で，国家予算案提出時に，議会に提出しなげれぱたらたい 。

　中央統計局は，議会によっ て承認された作業計画の範囲内でその年間の作業を進め

る。 作業計画の範囲外のテータ蒐集は，緊急の場合に隈り ，あらかじめ議会に報告した
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後に，これを行うことカミできる 。

４３

第４条第１条の目的を助げるため，中央統計局は，公的な図書室および地図蒐集室

を傭える 。

　この目的のために，図書の印刷人または発行人は，出版物一部を統計の目的で中央統

計局に無料で提供しなげれぽならない 。

　この納本義務はつぎの印刷物について生じる 。

　１．純娯楽的出版物を除き，整本ないし仮綴された機械刷のあらゆる著書 ，

　２．純娯楽的出版物を除き，また週刊たいしそれ以下の期問で発行される新聞を除い

て， あらゆる定期刊行雑誌 ，

　３．学校の紀要，すべての年報，統計報告書，職員録，さらに世界地図と部分地図 。

　納本の方法と納本者の責任に関しては，学術目的のための出版物の納本義務に関する

現行法規に準じて商務大臣が省令をもっ て定める 。

　クロ アチア ・スラヴ ォニアにおいては，中央統計のための出版物の義務的納本につい

て， 大守が相応の配慮をするであろう 。

　第５条中央統計局は，統計データ蒐集の結果を，統計年鑑，月報および統計報告書

によって公表する 。

　年鑑は，ハソガリー王国の諸領地の公共の利益に関するすべての事情を敢上げ，月報

は毎月の公表に適わしい重要テータの全てを収録する 。また統計報告書は統計テータ蒐

集の個々の部門に限定した公表をおこなう 。

　内閣総理大臣は，毎年予算案提出時に，各省の職務範囲を包括的に一含む統計年鑑を議

会に提出しなげれぽならない。これに一は各省の活動ならびに各省の管轄と監督下にある

業務と公的状態を説明した報告書を添えなげれぱたらない 。

　中央統計局の全ての出版物は，職務として全ての県〔および市〕（Ｍｕｎｉｚｉｐｉｅｎ）に送

付されなげればならない 。

第６条中央統計局に局長をおき，その代理者として次長をおく 。

統計局の正職員は二つの種類に分かれる 。企画担当職は，管理およぴ企画業務を担当

し， また科学的な作業の処理にあたる 。統計および事務担当職は，統計データの数字的
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な吟味と整理集計を担当し，また地図表象業務，司書業務，事務処理，物品管理を担当

する 。

　企画担当職に任用される職員は，１８８３年の法律第１号第３条に揚定する理論的資格を

要求される 。ただし企画担当職に割当てられる総定員の三分の一を超えない範囲で，上

記の条項に定める法律学および国家学に関する資格をもたない職員を任用することがで

きる 。ただしこれらの職員は，医師免許または技師免許をもつ者，あるいは地理学，人

種誌学または歴史学専攻の博士の学位をもつ者，またはこれらの学科目の中等学校教師

免状をもつ者，あるいは農業アカデミーの率業免状をもつ者でなげれぱならない
。

　統計および事務担当職においては，中等学校卒業免状をもつ者またはこれと同等の資

格をもつ証明書が要求される 。

　第７条今後中央統計局に任用されるへき官吏試補，およひ現在八等級以下の俸給号

俸にある吏員は，企画担当職または統計 ・事務担当職に任用された場合にも，その任用

後一年以内に統計学の専門試験を受げなげれぱならたい。この試験に合格するまでは ，

その身分は暫定的たものにとどまる。一年以内に試験に合格しない場合には，特に賠償

することたしに解職されることがある 。

　統計学の専門試験の対象範囲および試験委員会の組織と試験目程は，商務大臣が省令

で定める 。

　第８条　大小の市町村における公立学校およぴ法的に承認された学校で現に任用され

ている小学校教員は，学校の維持者の如何を問わず，教育に関する毎年の記録調査にお

いて常に調査員として協力しなけれほならず，また比較的大規模た定期的データ蒐集に

おいて，文部大臣の同意を得て発せられる商務犬臣の命令にもとづき，調査員として協

力しなげれぱならたい。上記の場合，いづれも服務規則上の責任を有する 。

　前項に掲げた教員の協力を要する統計データ蒐集は，なるべく学校の休日に実施しな

けれぽならない。その他の目に実施する場合には，その教員が統計データ蒐集に従事す

る学校または学級において，一年問に六目以内にかぎり ，実査日の授業を休業にするこ

とができる 。

　商務大臣は，大観模な統計データ蒐集にあたり ，教員の揚力にたいする手当を，その

都度，命令をもっ て定めるものとする 。
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　クロ アチア ・スラヴォニアにおいては，統計データ蒐集にたいする小学校教員の協力

に関して，大守が適当な処置を講じるであろう 。

　第９条官庁，すべての民事裁判所および教会組織ならびにそれらの機関（Ｏｒｇａｎｅ）

は， 第３条に撹定する範囲内でたされる中央統計局の指定にしたがい，第１条に掲げる

目的に必要たデータを調達し，中央統計局に引渡す義務をもつ 。

　国防軍に関する統計データについては，国防大臣は，国防上公表されてよいデータを

中央統計局の使用に委ねる 。

　各種の施設，団体，協会，会杜たらびに個人は，上述の目的に必要な各自に関わるデ

ータを，要求に応じ中央統計局に直接送付し，またはデータ提供を命じる文書に示され

た官庁の機関（Ｏｒｇａｎｅ）に引渡す義務を有する
。

　個人は，第３条の規定に．もとついて議会に提案され承認された作業計画の中で当該テ

ータ蒐集が直接または間接に個人の申告に基くことが明記されている統計データに限

り， この法律の第１１条および１３条に定める結果責任のもとで，このデータを提出する義

務をもつ 。

　データの送付を求められた者が中央統計局またはデータ提出要求書に示された機関宛

に送付する信書および郵便物の郵便料は免除される 。

　第１０条　中央統計局は，提出されたデータの信頼性および適合性を吟味 ・検査する目

的をもっ て， データ提供義務のある官庁ならびに官庁の監督下にある施設 ・団体 ・協

会・ 会杜の登録簿 ・記録文書およぴ業務報告書を閲覧する権限を与えられる 。さらに何

らかの法律にもとついて行政官庁がその営業帳簿の検査を行う権限たいし義務があるす

へての企業について，中央統計局はその営業帳簿を閲覧する権隈を与えられる 。

　株式会杜およぴ協同組合が記帳する営業帳簿については，これらの法人が前項の規定

に該当しない場合には，当該株式会杜または協同組合が求められた統計データの提出を

拒み，あるいは誤った申告の訂正を拒む場合，または当該法人自身の証言により統計的

申告を正しく記入することが不可能である場合にかぎり ，中央統計局はその営業帳簿を

閲覧することができる 。

　中央統計局は，登録簿，記録文書およぴ業務報告書を閲覧し，または営業帳簿を閲覧

するにあたり ，あくまで問題とする統計データを明らかにしまたはその正確性を確かめ
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るだげに止めなければならず，この目的に関係のないデータ ，とくに個人に関わる記録

にまでそ６調査を及ぼしてはたらたい
。

　統計テータ蒐集の検査のため，または統計的申告の作成およぴ訂正のために株式会杜

およぴ協同組合の営業帳簿の閲覧が必要にたる場合には，中央から特に任命された官吏

を一時的に派遣することにより ，あるいは常設の統計支局の特に任命された官吏によっ

て， この閲覧をおこたうことができる 。この目的のために，重要な都市には，一定の区

域にわたって権限をもつ統計支局をおくことができる 。

　第１１条　官庁またはデータ蒐集にあたって揚力を義務つげられたその他の機関，なら

びに直接データ提供を義務づげられた施設，団体，協会，会杜および個人は，それぞれ

の最善の知識にもとづき，期目を守って統計データを提出する責任をもつ。統計局の正

当な要求を受げとっ た後に，十分な納得するに足る遅滞理由なしにデータが提出されな

い場合においては，中央統計局は遅滞者の費用負担において現場におもむいてデータを

調達することができる 。

　これに要する費用は，中央統計局において査定し，明細書を添えて遅滞者に通知す

る。 査定された費用は公租の敢扱に関する法律の観定に従って遅滞者から徴収される 。

　第１２条　つぎに掲げる中央統計局の命令を受げた者は，指定を受けた目から１５目以内

であれぱ，商務大臣宛にそれにたいする抗告をおこたうことができる 。

　ａ）統計データの提出に関する命令 ，

　ｂ）第１０条の揚定に従って行われた施設，団体，協会または組合の登録簿，記録文書

および業務報告書の閲覧ならぴに企業，株式会杜または協同組合の営業帳簿の閲覧に関

する命令 ，

　ｃ）第１１条の規定にもとついて行われる遅滞者の費用負担による現地での統計データ

の調達に関する命令 。

　右のａ）およびｂ）に掲げる場合には，抗告によっ て執行延期の効力が生じる 。ｃ）

に掲げる場合には，抗告によっ て執行延期の効力が生じるのは，所要経費をデータ提供

義務をもつ当事者または中央統計局のいづれが負担するかに関する事柄に隈られ，抗告

によっ てデータの調達を阻むことはできたい 。

　その他，第１１条第２項にしたが って査定された強制調査費用の費目および評価額にた
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いしても ，その通知の目から１５目以内において商務大臣宛の抗告が許される 。この抗告

によっ て， 執行延期の効力が生じる 。抗告について印紙税は免除される 。

　第１３条　故意に誤った統計データまたは不正確な統計データの申告を行う者，または

この法律に基づいて提出すべき統計データの提供を，法律の揚定に基づく命令の効力発

生後において拒否する者は，法律違反（Ｕｅｂｅｒｔｒｅｔｕｎｇ）とみなし，その都度１００クロ

ーネまでの罰金を課す 。

第１４条　虚偽の風説を流布することにより ，この法律に基づいて提出されるべき統計

データの蒐集を困難ならしめる者，またはそれによっ て所定の期目内の調査の実施を妨

げる者は，このために発生する損害，すたわち，その場合に必要とたる再調査またはそ

の他の処置のための経費を負担しなけれぱならない 。

　右の損害賠償の責任，損害額たらびに経費の額は，所管する王国裁判所が決定す

る。

　第１５条　中央統計局の職員，またはこの法律に基づいて提出されるべき統計データの

蒐集または整理を委任されたその他の者であ って，この任用または委任の期問内である

と任用または委任の終了後であるとを問わず，上記の資格において知り得たところの個

別的性格をもつ統計データやその他のデータを私的個人またはこのデータを知る権利の

たい官庁に伝達し，引渡し，提示しまたは閲覧させる老，またはこの法律に反して公表

する者はその行為がより重い刑法的責任に該当しない限り ，法律違反とみなし，２ケ月

までの禁固刑ならびに６００クローネまでの罰金刑を課す。なお服務紀律違反の責任およ

び発生した損害にたいする賠償責任は，これによっ て消滅することはない 。

　第１６条　 この法律の第１３条および第１５条に掲げる法律違反に関わる事件は，１８８０年の

法律第２７号第４０条第５項に従い，王国地方裁判所が取扱い，クロアチア ・スラヴォニア

においては同州の王国裁判所が敢扱う 。

　第１７条　個別的な性質をもつ統計的申告および中央統計局がデータ蒐集または検査の

機会に知るに至ったその他のデータは，課税のさいの基礎として用いてはならない 。
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　中央統計局は，統計テータの公表にあたり ，職員録の類に属する報道を除き，また法

律等に基づいて公表されるデータを除き，個別的にはデータの公表をおこたわず，必ず

地域別または事項別に集計した彩で公表しなげればならない
。

　第１８条　この法律の発効と同時に，国家統計局の組織に関する１８７４年の法律第２５号お

よびそれに基いて発せられたすべての命令は無効とする 。同時に，本法第５条第３項の

規定により ，そこに掲げる統計年鑑および議会報告の最初の提出の時点以後，公衆衛生

に関する１８７６年の法律第１４号第１６５条にいう「内務大臣は国の公衆衛生事情に関し議会

にたいし毎年載告をおこなうものとする」との規定，さらに，小学校の公教育に関する

１８６８年の法律第３８号の第１４８条にいう文部大臣は「公教育に関し議会にたいし毎年報告

をおこなうものとする」との観定，および中等学校に関する１８８３年の法律第３０号第７３条

にいう「文都大臣は中等学校教育の状況に関し毎年報告し，かつ三年毎に詳細報告を提

出するものとする」との規定は無効とする。ただし，外国貿易統計に関する１８８１年の法

律第１３号・たらびに，この法律の補足およびその個々の規定の改正に関する１８９５年の法

律第１８号は，従来どうり有効とする 。

第１９条　この法律の執行は商務大臣の責任とする 。商務大臣はクロアチア ・スラヴ ォ

ニァに関して・共通ハソガリー政府が専ら提供すべきデータを除き，大守との協議にも

とづいて適当な処置をおこなうものとする 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　４０）　 ‘Ｒｅｏｒｇａｍｓａｔ１ｏｎ　ｄｅｒ　Ｌａｎｄｅｓｓｔａｔ１ｓｔ１ｋ１ｎ　Ｕｎｇａｍ，Ｇｅｓｅｔｚ－Ａｒｔ１ｋｅ１ＸＸＸＶ ・

　　　（‘ Ａ１１ｇ ．Ｓｔａｔｉｓｔ．Ａｒｃｈｉｖ ”， Ｂｄ．Ｖ．）ＳＳ．３２７＿３３２
．
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